
大規模小売店舗立地法の特例区域の指定のフローと本協議会の位置づけ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大津商工会議所 

商店街連盟他 

関係者 

事業主体 

（びわ湖汽船）

大津市中心市街地

活性化協議会 

滋賀県 大津市 

認定基本計画を実施するた

め必要があると認めるとき 

大規模小売店舗立地法特例区域

の案を記載した書面作成 

区域の指定を要請 

※住民等（法第 36 条第 1 項） 

当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域内

に居住する者、当該区域において事業活動を

行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は

商工会議所その他の団体その他の当該大規模

小売店舗立地法特例区域の案について意見を

有する者をいう。 
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の意見を反映させるために必
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